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研究成果の概要（和文）：　研究成果は、刑法、刑事訴訟法、制裁法の各側面に分かれる。
　実体法上の成果としては、通説による法人処罰の正当化根拠は不十分であり、本研究では、法人の刑事責任の
問題が、本来的には、ある犯罪現象を当該法人のせいであると帰することができるか否か、すなわち、客観的帰
属の問題であると位置づけ、さらに、法人には帰属の前提である自律性原理に欠けていることを明らかにした。
したがって、制裁上の帰結としても、法人に対する「刑罰」は、理論的に成り立ちえない。
　さらに、法人が刑事手続の主体になりうるかの問題について、とくに自己負罪拒否特権など、刑事被告人の権
利が法人については、十分に保障されえないことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）： This research about the punishment of corporations has gotten some results 
in each field of the criminal law, the criminal procedure law and the sanction.
 As the result in the criminal law, that is the substantive law, the punishment of corporations is 
short of theoretical justification of objective assignment (objektive Zurechnung). It comes to lack 
of autonomy in any corporation as a necessary condition of punishment. Therefore sanctions against 
corporation also loses the justification.　As the result in the criminal procedure law the 
punishment of corporation has also theoretical problems especially concerning the protection of the 
right of criminal defendants, for example, self-incrimination. 
 

研究分野： 刑法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
  
わが国において、法人処罰をめぐっては、

かつて法人処罰否定説も有力に唱えられた
こともあったが、現在では、EU 法およびア
メリカ法におけるように、法人犯罪に対す
る刑事的対応が国際的潮流になっているこ
ともあり、法人処罰を肯定する見解ばかり
になっている。否定説を文献上唱えている
見解はほぼ存在しないかのようである。肯
定説は、法人実在説と現行法における両罰
規定の定着を論拠とし、「現行法の解釈とし
ては、法人の刑事責任を肯定しないわけに
はいかない。」と根拠づけるに過ぎず、その
根源的な正当性の問題を解決することなく、
現行法の両罰規定の解釈に終始していると
いう現状にある。 
 しかしながら、上記のような国際的潮流
は、犯罪現象のボーダーレス化、組織犯罪
ないし企業犯罪の悪質化・頻発化、企業に
対する高額制裁の一般化という社会的な背
景から世界的に取り組まれている犯罪予防
の必要性から見れば、理由のないことでは
ない。 
 それでも、理論的な正当性のない犯罪予
防の試みは、歴史的な教訓としても過度の
刑罰の多用という好ましくない帰結を必然
的に伴うものである。したがって、世界的
な犯罪予防の取り組み自体はこれを否定す
ることなく、しかも、犯罪予防の必要性も
視野に入れた、法人処罰の理論面での多角
的検討が必要である。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究は、上記のような問題意識から、 
現在の実務および学説状況に疑問を持つこ
とを出発点とした。これが、本研究の独自
性となっている。法人の刑事責任を肯定す
る現行法の解釈論から始まるのではなく、
刑罰論、責任論といった刑法の基礎論から
法人の処罰根拠の根本問題に遡り、むしろ
現行法およびそれを無批判に前提とする通
説を批判的に検討し、あるべき法人制裁（必
ずしも、刑罰に限らない。）を考察しようと
するものである。研究責任者の年来の研究
領域である責任論および制裁法の延長とし
て、法人処罰の諸問題を解明することを目
的とする。 
 しかも、過去の法人処罰否定説をただ復
活させるのではなく、アメリカ合衆国およ
びドイツ連邦共和国の法人責任論その他の
国際的状況をも視野に入れ、法人処罰論の
現在的動向を十分に把握し、刑事政策的な
必要性をも考慮した上で、実体法および手
続法の双方に渡った立論を試みる。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究の方法として、アメリカ合衆国お

よびドイツ法との比較法を行うことが特徴
である。ドイツは、犯罪論の問題として、
法人の刑罰による処罰を否定しており、秩
序違反法により、いわゆる過料（Bussgeld)
を制裁としている。しかしながら、近年、
大企業による経済犯罪がいくつか起こって
おり、これらに対する情報も紹介すること
とした。 
 
４．研究成果 
 
 平成 26 年度は、第 1に、ドイツのジーメ
ンス社（Siemens）の経済犯罪についての研
究を行った。すなわち、同社の贈収賄事件
についての判例研究を中心に行い、他方、
ドイツ刑法、秩序違反法および制裁法に関
する研究を行った。 
ジーメンス事件は、ドイツの法人処罰に

ついて、まさにエポックメイキングであり、
法人に対する刑事的対応の必要性を国民の
間に強く印象付けた事件である。従来、ド
イツにおいて、法人処罰の思想的背景とし
て、法人の意思決定を行う経済人(ホワイト
カラー）に対する信頼があり、いわゆる「神
の見えざる手」によって悪質な法人は淘汰
され、不合理な意思決定は行われにくいも
のと考えられてきた。しかしながら、ジー
メンス社は、ドイツを代表する大企業であ
り、その執行部がまさに犯罪的な意思決定
を続けており、マフィアさながらの犯罪行
為に着手したことは、ドイツ国民にとって
ショッキングな出来事であった。そして、
ＥＵ法では、法人に対する「刑事」制裁を
科すことを加盟国に義務付けてきたところ、
ドイツでは秩序違反法における処罰を行い、
法人の刑事責任自体は否定してきたが、今
回のジーメンス社の贈収賄事件については、
かなり高額な制裁が科されるに至った。 
この間の事実関係についてデータを収集

し、法人処罰の刑事手続き上の諸問題につ
いても研究を行った。 
同時に、ドイツ制裁法に関する研究とし

て、自然人に対するものではあるが、交通
犯罪の制裁について、日本と比べてとても
刑事制裁としては緩やかであるドイツ法の
最新の状況について研究を行い、また、刑
罰制度として個人に対する制裁ではあるが、
ドイツ制裁法研究の一環として、「終身刑」
の合憲性にかかわる問題を取り扱い（ドイ
ツでは、仮釈放の可能性のない絶対的終身
刑は憲法違反であると考えられている。）、
ドイツ、アメリカ合衆国およびその他のヨ
ーロッパ諸国における終身刑の現在につい
て研究を行った。 
とくにアメリカ合衆国の連邦量刑ガイド

ラインの中での法人処罰研究を行い、「効果
的なコンプライアンス」条項の研究を行っ
た。 
 平成 27 年度は、刑事責任および制裁の基
礎論についての考察を中心に行った。 



刑事責任と刑事制裁（刑罰および改善保
安処分）の本質とその関連性について、ド
イツの議論を中心に、近時の脳科学者たち
からの刑法学批判を題材にして、応報刑論
の基本的な正しさを再確認し、自由意思論
と責任の本質論の再点検を行った。刑罰論
の発展に照らして見てみると、応報刑論は、
一時は刑罰の人道化の観点から再社会化な
いし教育刑論が力を得たこともあったが、
現在では、純粋な予防刑論に基づく刑法は、
世界的にも存在しない。しかしながら、昭
和３０年代の刑法改正論議においては、応
報刑論は批判を受けたが、もっぱら、責任
主義の人権保障原理としての役割を放棄す
ることができないという理由で応報刑論が
維持され、相対的応報刑論という形で応報
刑論が存続したという経緯がある。 
さて、現代の脳科学者は、「自由意思は幻

想である」という自由意思否定論（決定論）
の主張に基づき、現代の責任刑法の根源に
批判を向ける。今年度の本研究は、これら
の脳科学者の主張と刑法（学）批判の骨子
を取りまとめ、責任刑法および応報刑論の
再構成を試みた。しかしながら、応報刑論
の正しさそれ自体は、イングランドおよび
ドイツの議論状況を参照しつつ、なおその
正当性が正確に論証されたことはなく、そ
の根源的な基盤の弱さがあり、「刑罰の本質
は応報である」以上のことが語られていな
いことが確認できた。そして、ドイツの議
論において、応報刑論は「責任清算」とい
う形而上学的な個人倫理から正当化される
のではなく、「法の確証」という予防刑論の
合目的観点からの社会倫理的な理由によっ
て新たに構成しうることを結論付けた。 
この基本的な考察を出発点として、法人

処罰の正当性について考察を加えた。 
平成 28 年度の研究成果は、3 つの側面に

分けることができる。 第 1 に、法人の刑
事責任の問題が、「責任」の本質論と関係す
ることに鑑み、犯罪論体系における責任の
基礎に関する考察について 、成果を公表し
た。犯罪論体系における責任とは、客観主
義刑法学の立場からは「非難可能性」とし
て理解されており、この表現だけ を見れば、
法人の行為についても社会的非難が可能で
あるように思われ、通説的な見解は、法人
にも責任があると考える。しかしなが ら、
この非難可能性は、自由意思を中核とする
応報的な社会倫理的な非難である。そこで、
自由意思は科学的に存在しえないと理解す 
る近年の脳科学からの刑法学責任論批判を
受けたドイツの議論状況を踏まえて、再度、
自由意思論に基づく責任概念について、考
察を 加え、また、責任要素の 1 つである
責任能力論についての研究成果も交換した。 
第 2 に、ドイツにおける判例研究として、

Siemens 事件の詳細についても研究中で
ある。本事件は、日本での取り上げ方であ
る腐敗行為（贈収賄。Korruption)よりも、

連邦通常裁判所判例においては、背任罪事
件としての側面に重点が置かれており、そ
こで解釈学的 な議論がなされており、これ
についても公刊準備を行っている。 
第 3 に、制裁論としての量刑研究を行っ

た。アメリカ合衆国においては、組織によ
る犯罪も刑罰が科され、量刑ガイドライン
の対象 となっている。本年は、アメリカ合
衆国連邦量刑ガイドラインの最新の動向を
知るべく、概説的な研究を行い、その成果
を公表した。 
他方、実体法的には、アメリカ合衆国で

は、法人の刑法上の処罰が制度として定着
しており、その意味では、実体法の理論化
が脆弱であることもあり、処罰の理論的根
拠についての議論が存在するわけではない。
しかしながら、争いのないところでいえば、
法人処罰は strict liability（厳格責任）
の問題であるとされているところである。
それゆえに、実体法の問題として法人処罰
が取り上げられることがないのである。わ
が国においては、行為者（法人）の故意過
失を問わない厳格責任は、責任主義に反す
るものと解されている。わが国における法
人処罰の正当性は、この点で実体法的に大
きな疑念に直面することになる。 
最終年度である平成 29 年度最終年度の

研究遂行にあたり、実体法的側面における
成果を確認した。本研究の新発見として、
法人の刑事責任の問題は、とりもなおさず、
ある犯罪現象を、ある特定の法人に「客観
的に帰属」させることを意味するというこ
とである。すなわち、どのような要件が備
わったときに、その事象を「法人」のせい
にできるかが問題になる。この点、従来の
通説は、もっぱら法人実在説および現行法
としての法人処罰規定を、法人の刑事責任
を肯定する根拠にしてきたが、それは如何 
にも不十分であった。確かに、社会におい
て法人は存在するし、実際に法人は活動し
ている。その意味で法人実在説の事実的前
提は否定しえないが、しかしながら、本研
究において着目したのは、「法人が実在する
こと」は、「法人を自然人と同等の権利義務
の主体とすること」は、直結しないという
ことであり、法人実 在をもって論証できる
ことにはおのずから限界があるということ
である。例えば、憲法では、法人は基本的
人権の享有主体になれるかという論点の元、
基本的には、基本的人権は個人に認められ
るものと解されている。他方、民法上は、
法人に行為能力が認められ、例えば、契約
の当事者になったり、所有権等の物権を享 
有しえたり等は当然のことと考えられてい
る。すなわち、他の法領域においては、法
人の責任については、ただちに法人実在説
を持ち出して、それを論拠に法人の法的責
任が論じられているわけではないにもかか
わらず、刑法では法人実在説以上の議論に
進展していないところが、大きな特徴であ



り、このような形で法人の刑事責任が語ら
れているところが、法人処罰の刑法理論の
構築にあたって大きな障害となっているの
である。本研究は、法人の刑事責任につい
ては、むしろ憲法上の権利主体の議論が、
刑法上の根拠づけに近しい議論であるよう
に思われた。例えば、法人は社会に実在す
るにもかかわらず、選挙権が当然に付与さ
れるわけではない。選挙権は、自律的な公
民が有するものだからである。刑法の領域
で考察すれば、客観的帰属論の用語でいう、
自律性原理が問題となる。ここで、法人は、
取締役その他の意思決定機関の決定が法人
の意思であると擬制されるのであるが、こ
れを法人の「自律性」と評価することがで
きるかが問題となる。ここから導き出され
るのは、同原理による法人への客観的帰属
の否定である。 
次に、法人の刑事手続上の諸問題につい

ての検討を行った。１つには、自己負罪拒
否特権に関する考察である。法人処罰につ
いては、法人の意思決定機関の自己負罪拒
否特権が問題となる。しかしながら、その
意思決定機関に属する個人も刑事訴追の対
象となっている場合、法人とその個人の利
害が相反することも想定しうる。その場合、
法人自身の利害に基づく自己負罪拒否特権
の保障が十分になされるかについては疑問
もある。 
その他、ドイツで証拠法に関して問題と

されている事柄がある。すなわち、労働法
との軋轢の処理についてである。企業犯罪
において、従業員が犯罪に関与した場合、
労働法上は、従業員は企業・会社の調査委
員会に協力する義務があり、この義務に違
反すると企業・会社から民事上の制裁を受
ける可能性がある。従業員は、調査に協力
し、真実を述べることが義務付けられる。
しかしながら、その供述を、自己負罪拒否
特権を被告人の権利として認める刑事手続
においても利用できるかは、一個の問題で
ある。ドイツにおいては、下級審であるが
判断が割れているところである。この点に
ついての調査研究はなお遅れているところ
であるが、判例研究を中心に継続予定であ
る。 
以上のように、実体法上、法人の刑事責

任を承認することには理論的根拠に欠ける
ことが明らかになった。そこで、制裁とし
ては、刑罰ではない処分にするか、団体に
対する第三者没収の可能性が検討されるべ
きこととなった。さらに、刑事手続におい
ても、法人に対する刑事手続は、自然人に
対する刑事手続と異なり、とりわけ自己負
罪拒否特権上の問題が解決しえない形で残
ることが明らかとなった。 
以上、法人についてはその制裁について、

別途の制度を必要とするという結論となっ
た。これらの検討結果については、順次、
公刊していく予定である。 
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